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宮城県内（仙台市を除く）で公衆浴場を始める方へ 

 

１ 公衆浴場の種別について 

(1) 一般公衆浴場 

同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、主として、地域住民の日常生活に

おいて保健衛生上必要な施設として利用されるものをいいます。（いわゆる銭湯を指

します。） 

物価統制令で指定された入浴料金（令和７年１月現在：５００円）を上回って徴

収することはできません。 

 

(2) その他の公衆浴場 

 一般公衆浴場以外のものをいいます。スーパー銭湯や、旅館業許可施設で日帰り

入浴を行う場合、よもぎ蒸しや岩盤浴を設置する場合等はこちらの区分になります。 

 

２ 手続きの流れ 

事 前 相 談 施設の基準などの説明をします。計画段階で図面などを持参していた

だき、設計が施設基準にあっているかを確認します。 

なお、別途、建築部局や消防部局、保健所の公害担当等へもご相談く

ださい。 

 

工事開始～完成  

 

申 請 オープン予定日の２週間前までに申請書を保健所に提出してください。 

 

検 査 申請どおり完成しているかを保健所の職員が検査します。 

 

許 可 書 交 付 構造設備等が基準に適合していることを確認したら、検査後２～３日

に許可書の交付をご連絡します。保健所まで受け取りに来てください。

許可書は再発行できませんので大切に保管してください。 

 

Ｏ Ｐ Ｅ Ｎ 許可書の交付後に営業開始となります。 

営業開始後に、申請事項に変更があった場合は手続きが必要です。 

また、衛生管理状況の確認のため、定期的に保健所職員が立入検査を

行います。 
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３ 届出に必要な書類 

提出書類等 チェック 

申請書 

最寄の県保健所（支所）で配布または食と暮らしの安全推進課のホームページから

ダウンロードできます。電子申請も受け付けています。 

申請様式 URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku-k/sub.html 

電子申請 URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku-k/logoform.html 

□  

手数料 ２２，１００円（手数料支払いについて） □  

図面など 

・平面図（縮尺、出入口の位置、申請書に記載した構造設備を明記してください） 

・断面図（縮尺を明記してください） 

・給水・排水の系統図（水質汚濁防止法の届出と同じ系統図） 

・循環ろ過器を設置する場合は、系統の全容が分かる図面 

（例：男女配管、ろ過器・集毛器・浴槽水消毒・貯湯槽・回収槽の位置） 

・給湯設備、ろ過器等の構造や性能が分かる書類（カタログの写し等） 

□  

浴室で使用する湯水の検査結果 

浴槽水、上がり用湯、原湯などが該当します。上水道や専用水道、簡易専用水道等

から供給される水をそのまま使用する場合は必要ありません。 

〈浴槽水等〉 

項目 井戸水等を使用する場合 温泉水を使用する場合 

濁度 5 度以下 － 

有機物量（ＴＯＣ）※ 

（過マンガン酸カリウム消費量） 

8mg／Ｌ以下 

（25mg／Ｌ以下） 
－ 

大腸菌 検出されないこと 

レジオネラ属菌 検出されないこと 

〈原水、原湯、上がり用水、上がり用湯〉 

項目 井戸水等を使用する場合 温泉水を使用する場合 

濁度 2 度以下 － 

有機物量（ＴＯＣ）※ 

（過マンガン酸カリウム消費量） 

３mg／Ｌ以下 

（10mg／Ｌ以下） 
－ 

大腸菌 検出されないこと 

レジオネラ属菌 検出されないこと 

色度 5 度以下 － 

ｐＨ 5.8 以上 8.6 以下 － 

※浴槽水を塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している場合は、TOC の代わりに、過

マンガン酸カリウム消費量を測定してください。 

□  

飲料水の検査結果（測定項目：水質基準に関する省令に定める水質基準の全５１項目）  

上水道や専用水道、簡易専用水道等から供給される水をそのまま使用する場合は必

要ありません。 

□  

定款又は寄付行為の写し 

申請者が法人の場合に必要です。 
□  

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku-k/sub.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku-k/logoform.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kaishi/cashless.html
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４ その他 

営業形態、施設設備等によっては他法令の許可、届出が必要となります。 

公衆浴場営業許可申請書の提出前までに、関係窓口へご相談ください。 

（例） 

建築基準について 建築基準法 

消防（消防設備の設置、検査）について 消防法 

排水について 公害防止条例（汚水） 

貯水槽（受水槽）を設ける場合または 

井戸水等を使用する場合 

水道法 

簡易給水施設等の規制に関する条例 

食事を提供する場合 食品衛生法 

温泉を利用する場合 温泉法 

浄化槽を設置する場合 浄化槽法 
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５ 施設の構造基準 

※営業の形態によって、基準が異なる場合があります。詳しくは担当者までご相談ください。 

施設全般 ・ 換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講

じること。 

脱衣室 

及び浴室 

・ 外部から見通しできない構造とすること。 

・ 男女別に分け、相互に見通しできない構造とすること。 

・ 換気のための開口部又は機械設備を設けること。 

脱衣室 
 

・ 出入口の見やすい位置に男女別を表示すること。 

・ 出入口の開扉等に際して内部が見通せないよう適当な設備を設けること。  

・ 床面積は、入浴者数に応じて十分な広さとすること。 

十分な広さの目安・・・ 

男女それぞれの脱衣室について 

（ N × ２０/６０ × １.１ × １.５ ）m2 以上 

N とは、毎時間に浴場を利用する最大の人員数をいい、 

概ね平均利用人数の２倍とします。 

・ 床面は衛生上支障のない材質にすること。 

・ 入浴者の衣類や携行品を安全に保管できる設備を設けること。 

・ 洗濯機等を設置する場合、脱衣室の機能を阻害しない位置に設置し、     

専用の排水溝を設ける等衛生上支障がない構造とすること。 
 

浴室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 洗い場の床面積は、入浴者数に応じて十分な広さとすること。 

十分な広さの目安・・・ 

男女それぞれの浴室の洗い場について 

（ N× ２０/６０ × １.１ × １.５ ）m2 以上 

・ 内壁は床面から概ね１ｍまで不浸透性の材質又は厚板とすること。 

・ 洗い場床面は不浸透性の材質又は厚板とし、適当な勾配を付け、清掃が容易な 

構造とすること。 

・ 洗い場には入浴者数に応じて十分な給水栓、給湯栓、洗い桶及び腰掛を備える 

こと。 

十分な数の目安・・・ 

（ N× ２０/６０ ）個以上 

・ 洗い場の排水溝は衛生上支障がない構造とすること。 
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浴室 ・ 浴槽の面積は、入浴者数に応じて十分な広さとすること。 

十分な広さの目安・・・ 

男女それぞれの浴槽について 

（ N × １０/６０ × ０.７ × １.２ ）m2 以上 

・ 浴槽は不浸透性の材質又は厚板にすること。 

・ 浴槽の上縁は洗い場での使用水及び浴槽からの流出水が流入しないよう、洗い場

床面から適当な高さにすること。 

・ 浴槽は、必要に応じて手すり及び内側に踏み段を設ける等、高齢者、小児等に配

慮したものであること。 

・ 浴槽は熱湯又は熱交換器が直接接触しない構造とすること。 

飲料水 ・ 飲料水供給設備は入浴者が利用しやすい場所に設けること。（脱衣室、浴室内、

外部でも可） 

・ 見やすい位置に飲用の旨を表示すること。 

トイレ ・ 男女別に入浴者が利用しやすい場所に設けること。 

・ 流水式手洗い設備及び換気設備を備えること。 

照度 ・ 脱衣室、浴室その他入浴者が利用する場所は、入浴者の安全衛生上又は業務上、

必要な照度を確保できるものとすること。 

汚水の 

排水 

・ 浴場から発生する汚水を速やかに屋外の下水溝等に排水できる構造とする  

こと。 

露天風呂

を設ける 

場合 

・ 浴槽及び付帯する通路等は外部から内部を見通しできない構造とすること。 

・ 男女別に分け、相互に見通しできない構造とすること。 

・ 浴槽に付帯する通路等浴室から直接出入りできる構造とすること。 

・ 屋外には洗い場を設けないこと。 

・ 浴槽の面積は、入浴者数に応じて十分な広さとすること。 

・ 浴槽の上縁は、浴槽の周囲での使用水及び浴槽からの流出水が浴槽内に流入 

しないようにするため、周囲の床面から適当な高さにすること。 

・ 浴槽は不浸透性の材質又は厚板にすること。 

・ 浴槽は熱湯又は熱交換器が直接接触しない構造とすること。 
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サウナ室

を設ける 

場合 

・ 外部から内部を見通しできない構造とすること。 

・ 男女別に分け相互に見通しできない構造とすること。 

・ 床面、内壁及び天井は耐熱性の材料にすること。 

・ 床面は適当な勾配を付け、清掃が容易な構造とし、必要に応じて排水口を   

設けること。 

・ 蒸気（熱気）の放出口又は放熱パイプは入浴者に直接接触しない構造とする  

こと。 

・ 換気のため給気口及び排気口を適当な位置につけること。 

・ 室内を容易に見通せる窓を適当な位置に付け、非常用ブザー等を室内の   

見やすい場に設けること。 

・ 利用基準温度、禁忌症、風紀を乱す行為の禁止について見やすい位置に表示  

すること。 

・ 温度計を適当な位置に備えること。 

岩盤浴を

設置する

場合 

 

(1) 浴槽を設けない施設 

・ 浴室内壁の材質、浴槽に関することに関する基準は適用しないことができる。 

(2) 入浴服を着用し、利用する施設 

・ 浴室の外部からの見通し及び男女別の設置に関する基準は適用しないことが 

できる。 

・ 入浴服の着用、敷物の利用について表示すること。 

・ 洗い場は、脱衣室に隣接する等、衛生上及び風紀上支障のない位置に男女別に

設けること（岩盤を設置する部屋内でなくても可） 

・ 岩盤を設置する部屋は、通路または脱衣室等から内部を見通しできる構造と 

すること。 

(3) (1)、(2)共通の注意事項 

・ 洗い場を設けること。（シャワー等設備でも可） 

・ 岩盤を設置する部屋の床面積は、利用人数に応じて十分な広さとし、床面は  

衛生上支障のない材質とすること。 

・ 岩盤浴を行うにあたっての禁忌症、正しい利用方法及び注意事項等を見やすい

場所に表示すること。 

※その他に設置したい機器等がある場合や、不明な点等は保健所担当者へご相談ください。  
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６ お問い合わせ先 

 

・仙南保健所獣疫薬事班：柴田郡大河原町字南 129-1 0224-53-3119 
 管轄：白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、 

川崎町、丸森町 
  ＊食品関係は食品衛生班（0224-53-3117）、排水関係は環境廃棄物班（0224-53-3118）

が窓口です。 
 

・塩釜保健所食品薬事班：塩釜市北浜 4 丁目 8-15 022-363-5505 

 管轄：塩釜市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町 
  ＊排水関係は環境廃棄物班（022-367-6930）が窓口です。 
 

・塩釜保健所岩沼支所食品薬事班：岩沼市中央 3 丁目 1-18 0223-22-6294 

 管轄：名取市、岩沼市、亘理町、山元町 
 ＊排水関係は環境廃棄物班（0223-22-6295）が窓口です。 
 

・塩釜保健所黒川支所食品薬事班：富谷市ひより台 2 丁目 42-2 022-358-1111 

 管轄：富谷市、大和町、大郷町、大衡村 
 ＊排水関係は塩釜保健所環境廃棄物班（022-367-6930）が窓口です。 

 

・大崎保健所獣疫薬事班：大崎市古川旭 4 丁目 1-1 0229-87-8001 

 管轄：大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 
  ＊食品関係は食品衛生班（0229-91-0710）、排水関係は環境廃棄物班（0229-87-8002）

が窓口です。 

 

・大崎保健所栗原支所食品薬事班：栗原市築館藤木 5-1 0228-22-2115 

 管轄：栗原市 
 ＊排水関係は大崎保健所環境廃棄物班（0229-87-8002）が窓口です。 

 

・石巻保健所獣疫薬事班：石巻市あゆみ野５丁目７番地 0225-95-1475 

 管轄：石巻市、東松島市、女川町 
  ＊食品関係は食品衛生班（0225-95-1417）、排水関係は環境廃棄物班（0225-95-1418）

が窓口です。 

 

・石巻保健所登米支所食品薬事班：登米市迫町佐沼字西佐沼 150-5 0220-22-6120 

 管轄：登米市 
 ＊排水関係は石巻保健所環境廃棄物班（0225-95-1418）が窓口です。 

 

・気仙沼保健所環境廃棄物班：気仙沼市東新城 3 丁目 3-3 0226-22-5127 

 管轄：気仙沼市、南三陸町 
  ＊食品関係は食品薬事班（0226-22-6615）が窓口です。 

http://www.pref.miyagi.jp/os-hohuku/
http://www.pref.miyagi.jp/is-hohuku/
http://www.pref.miyagi.jp/ks-health/

